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１．まえがき

薬学教育の改革にあたって、長期実務実習を課すこと、実務実習の履修資格を得る

ために共用試験を課すこと、また教育課程の第三者評価制度の整備が求められている。

日本薬学会薬学教育改革大学人会議はこれら課題を解決するために、種々の会議や

アドバンストワークショップを通して、様々な対応策を検討している。

特に長期実務実習については平成１６年６月、｢長期実務実習を潤滑に進めるための

教育者ワークショップ｣のテーマのもとに第一回アドバンストワークショップを開催し、

実務実習を進めていく上での検討課題について議論を進めた。その結果、報告書にもあ

るように、「円滑な運用のための環境作り」が重要であり、その解決のための活動が必

要であることが提案された。

報告書の一部を図１に転載した。

図１

環境整備委員会の検討課題

【大学が検討すべき課題】
【実習施設が検討すべき課題】

･学内協力体制

･事前実習施設の充実
･保険への加入

･均質な実習施設の担保

･施設経営者の理解

【共同作業が必要な課題】

･関連省庁の支援体制
と現場との共同体制の■ 

･実習費用の決定

第一回アドバンストワークｼｮｯﾌﾟ報告より転載
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本ワークショップは、実務実習を円滑に進めるためには、大学、実習施設それぞれ

が整備すべき問題点、さらには大学と実習施設間で協力して解決すべき問題点を指摘し

ている。

大学側に課された課題は、教員の実習現場の理解や実務実習への積極的なかかわり

などの学内協力体制の整備、事前学習施設の整備、学生の保険加入の問題である。実習

施設側では、均質な実習施設を保障すること、実習にあたり施設経営者・管理者の十分

な理解を得ることの必要性が指摘された。

また大学と実習施設が協力して解決すべき問題として、関係省庁の支援体制、大学

と現場との共同体制の構築、実務実習を実施するにあたり生じてくる実習費用の算定、

特に大学も実習施設も納得できる基準を設定することの必要性があげられている(第一

回アドバンストワークショップ報告書参照)。

こうした提案を受けて、大学人会議は平成１６年６月、「実務実習環境整備委員会」

と「実務実習システムつくり委員会」を設置した。「実務実習環境整備委員会」は桐野

委員長の下に、大学、日本病院薬剤師会、日本薬剤師会からの委員を構成員として、「関

係省庁の支援体制」の充実に取り組み、薬学部と大学附属病院との懇談会を通して、薬

学部側、附属病院側が抱えている問題点を意見交換する場が設けられた。さらに平成１

７年３月、文部科学省から国公私立大学（医学部・歯学部）付属病院長、および厚生労

働省にあてて「薬科大学・薬学部学生の長期実務実習の受け入れについて」の協力依頼

が、また厚生労働省から全日本病院協会、日本精神科病院協会、曰本医療法人協会、曰

本病院会、日本医師会、（独）国立病院機構、日本病院薬剤師会、日本薬剤師会にあて

て、同じ協力依頼があった。

引き続き本委員会は平成１７年７月から山元を委員長に、以下の３点を当面の検討

課題とし、具体的な提案をすべ<取り組んできた。

当面の検討課題

１．学生が安心して、空全移実務実習を憂けるために必零移悪素について

Ｚ・大学と実務実習施殻（病院・薬局）との良好移漣鏡体制の構築について

＝、実務実習に際して生じる実習費用について

本委員会はこれら案件について検討し、その結果を新薬剤師養成問題懇談会（新六

者懇)、ならびに全国薬科大学長薬学部長会議に報告し、さらに議論を深めていただく

よう計画している。

本報告は上記課題のうち、１について、学生の健康診断と保険に関して本委員会で

議論した内容をまとめたものである。
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Ⅱ本報告の要点

今回実務実習環境整備委員会が報告する学生の健康診断と保険に関しての提言の要

点は以下のごとくである。

本委員会の提富

学生の健康診断について：

遅くとも実務実習に入る前には、血液検査、生化学検査、尿検査、Ｘ線撮影ぢ

とを含め鱈健康診断を受診すること。害だ「健康診断の受診」は、実務実習参

加の必零条件とすべきであること。

学生の保険について：

実務実習に参加する前に、傷害保険と損害賠償保険に加入すべきであること。

実務実習実習を袷切る前に：

上記Ｚ点について、実習樋醗測が強く専望していることを、大学ぢらびに学生

は認識することが重甕。

１． 

Ｚ． 

＝． 

m・本報告に至る検討の内容

１．調査の内容について

本委員会が検討すべき当面の課題、特に健康診断の受診の様子や保険への加入につ

いて、各大学が現在どのようにとり組んでいるかをアンケート調査した。

まず平成１７年５月、国公立薬系大学６年制薬学教育準備担当者会議に、保険や健

康診断、さらには実務実習への教員参加の現状と将来、現在の実務実習費用についての

アンケート調査を依頼した｡ついでアンケート調査結果を本委員会の資料として利用す

ることについて、国公立大学薬学部長（科長・学長）会議で承認を得た。

平成１７年度第一回本委員会では、国公立大学に向けたアンケート調査結果を基礎

に議論を進め､私立大学に対しても同様なアンケート調査をする必要があるとの合意に

至り、ほぼ同様の内容で平成１７年７月、全国１６大学にアンケート調査を依頼した。

私立大学は、その規模や地域`性、医学部の有無など設置の形態に違いがあることを考慮

し、対象を１６大学に絞ることとした。

アンケート調査質問表のうち本報告に関連した部分のみを以下に示す。

なお質問事項は、国公立と私立では多少文言に違いがあるが、本報告には私立大学

に向けた質問表を掲載した。
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アンケート質問事項

１．学生の健康診断について

（１）貴学・学部では、これまでの実習（病院実習・薬局実習等）に際して、どのよ

うな健康診断［定期健康診断、ツ反応検査、抗体検査、予防接種（できればそ

の内容についても）など］を実施しているか、お答えください。

(2)健康診断に要する経費は誰が負担しているか（学生個人か、あるいは大学もし

くは部局の予算か）についてお答えください。

２．保険について

（１）１に同じで、従来の実習に際し、学生が加入している（あるいはｶﾛ入を義務づ

けている）保険の種類と保険料についてお答えください（任意ｶﾛ入とする場合

はその旨明記してください)。

(2)従来の実習に際し、大学が加入している保険の種類（損害賠償保険等）と保険

料についてお答えください。

(3)新制度（６年制）での実務実習に際し、どのような保険に加入する必要がある

かについて、ご意見をお寄せください。

２．健康診断について

図２は、各大学が実施している健康診断の内容についてまとめたものである。

国公立大学では３分の２が、また私立大学ではすべての大学が特別健康診断を課し

ている。ここでいう特別健康診断とは、胸部Ｘ線撮影、ツ反検査、尿検査、血液検査

などのうち、どれかを含む検査をいう。一方定期健康診断とは､各大学の回答の中で｢定

期健康診断のみ実施」と答えたものを集計している。ある大学では、定期健康診断とは

問診、身長・体重測定、視力検査などのみの健康診断であり、各教員におかれては、こ

のような定期健康診断が実務実習前の健康診断にふさわしいものではないことを理解

いただき、定期健康診断の中身を十分に把握しておくことが肝要であると考えられる。

健康診断の中に抗体検査を含めている大学が､国公私立大学を通して半数近くある。

ツ反検査は、現在の見学型実習においては、実習先の要望に応じて実施している大学も

含まれる（図２)。抗体検査および予防接種の内容においても、水痘、麻疹、風疹、流

行性耳下腺炎、インフルエンザ、ウイルス性肝炎など、大学によって様々である。

健康診断に要する費用については、定期健康診断では大学負担が大多数であるが、

胸部Ｘ線撮影、抗体検査、予防接種などの検査費用については、学生負担とする大学

も多くあり、その様子は様々である。
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図２
健艤診断の樵子：謬とめ

風公立私立

健康診断

舗体検査

ツ反検査

本委員会では各大学の健康診断の様子を検討し、「Ⅱ本報告の要点」に示したよう

に、「遅くとも実務実習に入る前には、血液検査、生化学検査、尿検査、Ｘ線撮影など

を含めた健康診断を受診すること。また健康診断の受診は、実務実習参加の必要条件と

すべきであること」を提言する。

なお予防接種については、本委員会は、各大学と派遣施設とが協議し、各大学で判

断されることが望ましいと考えている。

以下に健康診'粉に関する本委員会の見解をまとめた。

本露員会の見解一ｉ

ｉｏ樗辮医療人の一員として活躍鐵るごとを考えれば、普段から、自身の健康に十

分職漉憲老払って鱗＜響勢噌農に徹什て|瀞しい。造の潅働に艤憲鯛蝿穆健癬

診断の震診鯵義藷化すべ鑿竃ある。

Z・霞期腱艤診断の寧身!さ、あ篝馴葹実してい鯵いの竃鯵惨い糧ろうか？答大学

種、蓬の中島巌調べて識いと鱈し01.

3.選＜と壱実習に入る前に勝、迦纐艫寳、生化学艤資、尿艤寳、Ｘ線撮影瀞とを

含め輝健艤診断を蓑診戴く雲竃弱る。健康診断を受鰍てい鯵い学鑓謄実習に篝

iiiim竃懲移いく愚いの強い響勢が鰭蕗。

４．ｖ蔵擬査を含め臆種々嚇鶴症に対鐵ろ免疫学蝋纈寳憾蕊祷化し應い゜
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３．保険について

学生が加入している保険についてのアンケート調査によると、国公私立すべての大

学で、何らかの保険に加入していることがわかった。保険を大きく分けて、学生自身に

対する傷害に対する傷害保険､学生が及ぼすかもしれない損害に対する保証のための損

害賠償保険、および医療保険に大別できる。

保険に要する費用は自己負担とする場合と、大学が一括して支払っている場合とが

ある。

図ｓ保険の種類とカバーできる保障内容の例

[三コ匡璽壷￣
厄垂邇壷三J
儒叔戸訶１

（１）保険の種類

く傷害保険＞

ほとんどの薬学生は、通学途中・課外活動や、学生実習ほとんどの薬学生は、通学途中・課外活動や、学生実習（学部での基礎実習に

相当）・卒業研究のため、種々の災害に対する対応策として、入学時に傷害保険に加

入している。多くの大学で利用されている代表的な保険として、「学生教育研究災害

保険」（通称学研災）（財団法人日本国際教育支援協会）があり、ほとんどの大学で

利用されている。一部、全国大学生活協同組合連合会（以下大学生協と略）や看護

協会の保険、大学固有の互助会制度を利用している大学も見受けられる。

保険への加入は「強制｣、「任意」と様々ではあるが、たとえ「強制」としても

加入しない学生もあり、今後全国の薬学部において、学生への「指導」が必要であ

る。
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く損害賠償保険＞

多くの大学で、「学研災付帯賠償責任保険」（通称学研賠）（財団法人日本国際教

育支援協会）に加入させている。学研賠のうち、薬学生の実務実習に対応できるも

のとして「医学賠：Ｃコース」がある。また、大学生協が扱う学生賠償責任保険や

民間の損害賠償保険が多数ある。

＜医療保険＞

学生向けの医療保険は数多くある。大学生協の「学生総合共済」や民間の保険

会社（Dｒジャパン：損保ジャパンの例）などがあり、入院、通院、手術などが対象

になっている。

感染症などを補償する保険は、民間の医療保険の特約や特定感染症危険担保特

約などがあるが、これらでカバーできる感染症は一類から三類までである。四類以

降の感染症の保障を加えると保険料が高くなることが予想される。また感染の可能

性についても、実務実習内容は指導薬剤師に準ずる作業内であることから、薬学生

の参加型実務実習においては､現実的にはそこまで保険でカバーする必要性はなく、

むしろ学生が自身の健康状態を、健康診断を通して十分に自己管理することのほう

が重要であると判断した。なお大学生協の「学生総合共済」には、実務実習中に起

こった感染事故に対する保障制度がある。

医療保険への加入については、各大学で対応してほしい。

（２）大学の立場から

保険という性質上、加入を「強制」することには困難が伴うかも知れないが、本委

員会は、保護者や関係者との協議の上、全員加入を推奨すべきであると判断した。

（３）実習施設の立場から

実習病院においては、「病院薬剤部契約（薬剤部員全員の加入が前提)」や「医師賠

償責任保険の病院契約」（薬剤師も含まれる）を締結している必要がある。仮に実習中

に学生に事故が起こったとしても、これら保険でカバーできるため、上記契約を目安と

すべきである。

日本薬剤師会認定の実習生受け入れ薬局は、すべて、薬剤師賠償責任保険に加入し

ている。また薬局向けの保険である薬剤師賠償責任保険は、日本薬剤師会加入薬局でな

くても保険への加入は可能である。したがって、日本薬剤師会を経由しない薬局で実習

を行う場合であっても、大学と実習施設は、保険の加入に関する確認作業を済ませてお

くことが肝要である。

実務実習においては、患者との接触が多くなることが予想されるが、病院で行う実

習と薬局で行う実習の場合とで、基本的な相違はない。
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本嚢員会の見解一Ｚ

実習施殻に求められる保険

自分自身を守るだめに（傷害保険）

入学時に、「侮喜爆険」に加入させよう。
・学生教育研究饗害保険（学研餐）の例（財・日本国際赦育支援協会）
（正課中、大学行車中、大学施殻内、諜外活飢通学中、樋BqW5動中の事故）
（強:協会②賛助会員と移ることが必専）

・全国大学生協連合会の例
学生繕合共済：病気、事故、ケ打を保障
（強:大学生鰹にｶﾛﾊしてい愁い大学は対象外(東京､大阪､官職､熊本は別途可能）

他人や実習施殻に迷惑をかけだと壱のだめに（損害賠償保険）

遅くとも実習が袷ぎる前に、「損害鰭ｉｎ責任保険」などに力臥させよう。
、学研38酬哺,帯賠iR責任保険（学研賠）（財・日本国際５k膏支援協会）
･全国大学生M3連合会の例
学割g償責任保険：日常蛍舌での賠償事故、正諜の行牢．実習での賠償事故

･各種、民間UR険会社の損害賠償】M王保険
・信護協会のwＵ８ｗｉｌＩｚ（実習中の事故に対応）
･日本;簡則8,会がｶﾛﾊしている蒙剤師保険の学生版について：今後、検討予定。

木霊員会の見解一＝

実習施設に求められる保険

実習病院：病院薬剤部契約（薬剤部員全員の加入が前提）

医師賠偲i責任保険の病院契約（薬剤師も含きれる）がと

実習蕊局：薬剤師賠償責任保険 なと

（４）大学と実習施設との共通の見解

不測の事態に対応できるために、学生側、実習施設側、不測の事態に対応できるために、学生側、実習施設側、いずれも万全の準備が必要

である。実習施設側では、既に実習学生の保険加入の有無を確認してから受け入れてい

る現状もあり、大学･学生側は保険加入の証明を予め受け入れ側に提示すべきであろう。

学生に対する義務として､保険に加入することを前提に実習を受けることが可能とする

文言を明示すべきである。

（５）その他

薬学生を対象にした保険制度（商品）を開発することを希望する意見がアンケート

の回答中にみられた。現時点で、想定できる薬学生の実習中の事故等は現存の保険でカ

バーされることから、新たな保険商品の設定は今後の課題とした。

８ 



財団法人日本国際教育支援協会については、非加入大学がごく少数ある。非加入大

学も賛助会員となることで保険への加入が可能である（費用は生じない)。大学生協に

加入していない大学は私立大学で半数近くある。

学生にどの保険に加入させるか、各大学・学生が判断することが必要である。

なお、（株）損害保険ジャパン医療・福祉開発部の新居経治氏、全国大学生活協同組合連合会共済

センターの唐鎌克己氏には、保険に関する種々の情報や意見を提供いただいた。ここに感謝いたしま

※ 

す。

参考

保険に雲する費用の例

傷害保険

｢学生教育耐究鐙害保険」（学研饗）（財・日本国際赦育團噸協会）
４．，ｓ０円（６年間）

損害賠償保険

(財・日本国際赦育支援協会）
８００円（年）

･学研鐙付帯賠iH責任保険（学5N賠）
医学賂にコース）の例：

.全国大学生協連合会の例
学生鰭合共済：

学生賠償責任偶険：

＝Ｂ,＝８０円（６年）（パイワ別）

１．４Ｚ０円（１年）
４．８００円（４年）
６．７Ｂ０円（６年）

おわりにⅣ． 

本委員会は平成１７年度において、当面の検討課題（２ページ参照）として掲げた

項目について検討してきた。本報告には、そのうちの「学生が安心して、安全な実務実

習を受けるために必要な要素について」議論したものをまとめており、「本委員会の見

解（１～ｓ)」をもとに「提言」（３ページ参照）としてまとめた。関係各位おかれては、

実務実習を円滑に進めていくための検討材料としてご利用いただければ幸いである。

今後他の事項についても検討を進め、１１直次提言していく予定である。

各大学関係者、ならびに日本薬剤師会、日本病院薬剤師会関係者には、本委員会の

活動に多大な協力をいただいたことを感謝する。

９ 



実務実習環境整備委員会委員名簿（平成１７年度）

掛見正郎（大阪薬科大学）

木村聰城郎（岡山大学）

工藤一郎（昭和大学）

中島憲一郎（長崎大学）

林正弘（東京薬科大学）

米谷芳枝（星薬科大学）

山元弘（大阪大学）（委員長）

大学

(ハロー薬局かつら）

(桜台薬局）

(かみや調剤薬局）

木村隆次

永田泰造

森昌平

曰本薬剤師会

幸田幸直（筑波大学）

後藤順一（東北大学）

矢後和夫（北里大学）

日本病院薬剤師会

(平成１８年３月現在）
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